
ります。

他にも、虐待、在宅ターミナルケア、老々介護へ

の支援など地域ケアの課題は数多くあります。虐待

事例では、身体的・心理的虐待のほかにも、介護や

世話の放棄、経済的な虐待でご家族が年金を持って

いってしまう場合とかがあります。ホームヘルパー

やケアマネジャー、近隣の方からなどの情報でわか

るのですが、多くの場合にご本人の認知症が関わっ

ています。関係者の協議を行い、ホームヘルパーの

利用やショートステイにつなげるなど、事例の内容

によって必要な方法で対応します。危険度が高く緊

急にご本人をどこかに引き離さなければいけない場

合は、施設や病院などに分離を考えないといけませ

ん。また、ご家族の方においても、「認知症で理解

力が落ちている」という高齢者の変化についていけ

なかったり、介護負担を抱えていることが多くあり

ます。こうした問題の解決には家族側へのケアやア

プローチ、そして時に虐待という問題への対応も必

要な場合があります。いずれにしても関係機関がネ

ットワークを組んで、地域ケア会議などを活用して

対応方法を明確にしておく必要があります。

それと、これは援助者側の視点の問題ですが、ど

んなに複雑な課題を抱えている利用者や家族だとし

ても、問題ケースとしてみるのではなく、ある状況

のなかで課題に取り組んでいる人として捉えて、持

っている力を評価していく視点が必要となってきます。

■高齢者の暮らしは今後、どのように
変化していくでしょうか
高齢化の進展や世帯構成の変化による課題のほか

にも、地域の環境の違いなどによっても様々な問題

が生じてきます。例えば立川市でも高度成長期にで

きた新興住宅地や大きな団地では住民の高齢化が進

んでいますが、建物が古くエレベーターも無くて大

変不便な環境になっているところもあります。建物

の高層階では毎日のゴミ捨てひとつをとっても大き

な負担です。あるときの地域ケア会議で、一人暮ら

しの高齢者のゴミ捨てが課題になっていることにつ

いて多くの支援センターから報告されました。当初

は住民ボランティアによる対応も取り組まれたので

すが、限界もありました。そこで会議に出ていたシ

ルバー人材センターの方が、「会員が全市にいるの

で低料金で引き受けよう」と言ってくれて、現在、

ゴミ捨てを代行していただいています。これも地域

ケア会議を通して創出された社会資源の活用例でし

ょう。

今後は介護保険制度の見直しにともなって、要介

護高齢者の暮らしはある程度変化を余儀なくされる

と思います。要支援・要介護1の在宅サービス利用

者は全体のサービス利用者の約半数を占めています

が、その多くが新予防給付に移行します。

各地域では、地域包括支援センターによる新予防

給付のマネジメントシステムをどのように作り上げ

ていくかが課題になります。センターの設置数や実

施体制をどうするか、予防プランの入り口と出口の

チェック機能をどのように実施していくかなどです。

「介護予防」は正確には

「生活機能低下予防」であり、

介護そのものは必要とする場

合には必要な方に当然実施さ

れなければなりません。「介

護の社会化」という制度の理

念もあります。「必要なとき

は適切な介護サービスが供給

される」という社会の共通認

識は重要です。

また予防には多面的な取り

組みが欠かせません。高齢者

の多くは地域で元気に暮らし

ている方たちです。長い人生

の時間を生き抜いてきた力の

ある方たちなのです。この方

たちが地域社会に参加できる

仕組みづくりも含めて、住民の自主的な取り組みも

予防の推進には必須のものとなります。「地域福祉」

と「予防」は、縦割りの福祉行政を横に貫くキーワ

ードだと思います。

■在宅介護支援センターの今後の
方向性について聞かせてください
現場の実感としては、介護保険制度導入以降、在

宅介護支援センターの役割や重要性は、措置制度の

時よりも高まったと考えています。介護保険制度は

制度が複雑で、利用方法も高齢者を中心とした利用

者にはわかりづらいものです。介護支援専門員（ケ

アマネジャー）が導入されたのもそのためですが、

実は契約制度の下では利用者がケアマネジャーとの

契約にたどり着くまでの利用契約支援が重要であり、

住民に身近な地域に設置された支援センターの役割

の一つもそこにありました。予防やセーフティネッ

トの機能も含めて在宅介護支援センターは地域ケア

を下支えする「つなぐ」役割を果たしていたのです。

今後の在宅介護支援センターの方向性は次の3つ

に集約されてくると思います。

1）地域包括支援センターへ移行し、地域ケアシス

テムの中に位置づける。

2）老人福祉法上の老人介護支援センター（在宅介

護支援センター）として地域ケアシステムの中

に位置づける。（地域の高齢者の身近な相談窓

口・地域福祉の拠点として事業を委託して活用

していく。高齢者のためのネットワークづくり

と地域包括支援センターと連携していくシステ

ム構築）

3）統廃合し、新たな地域ケアシステムを構築する。

いずれにしても大切なのは、地域住民や利用者の

視点からシステム構築をしっかりと積み上げていく

ことです。これまで在宅介護支援センターが相談窓

口として地域で積み上げてきた蓄積は必ず活かされ

ていくでしょうし、地域の関係者も在宅介護支援セ

ンターが持つ蓄積や果たしていた役割を確認し、活

用していってもらいたいと思います。

地域包括支援センターの構想には、ケアマネジメ

ントを事業所に任せるのではなく、自治体がより関

与できる仕組みに戻していきたいという政策動向が

うかがえます。予防の取り組みが強調されています

が、同時に地域福祉の視点からはその他の機能であ

る制度横断的な総合相談や生活支援、虐待への対応

も含む権利擁護、ケアマネジャーのサポートも含め

た関係者のネットワークづくり等の諸機能を、これ

までの蓄積を活かしながら地域でどう展開していく

かという議論と方法論を深めていく必要があります。

高齢になっても、障害があっても、差別なく日常

生活をおくり参加できる社会を実現していくために

は、日本社会がこれまで築き上げてきた社会保障制

度の充実が重要です。同時に各地域においては、ニ

ーズキャッチから具体的な生活支援や参加の場の創

出に結び付けていくケア体制を、それぞれの地域の

特色に合わせて、どのように綿密に構築していくか

ということが重要となります。大切なことは地域包

括支援センターに求められる役割や機能の具体的な

運用も含めて、関係機関や地域住民が知恵を出し合

って、自分たちの地域について互いに発言し、協動

していくことと人ですね。
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福祉の現場を訪ねて

在宅介護支援センターの
果たす役割は
立川市社会福祉協議会在宅介護支援センター

東京都
立川市

高齢者や障害者が地域で生活していくためには、

さまざまな支援や制度、専門家のネットワークを欠

かすことができません。今回は、こうした地域の問

題に取り組んでいる立川市社会福祉協議会在宅介護

支援センターを訪ねました。地域で互いが顔を合わ

せて、情報交換できる場づくりを心がけているとい

うセンター長の山本繁樹さん（社会福祉士）にお話

を伺いました。

■立川市社協在宅介護支援センターに
ついて教えてください
立川市では介護保険の導入を円滑に進めるために

中学校区ごとに在宅介護支援センター（以下「支援

センター」）を置くことを構想し、現在、市内には

10か所のセンターが設置されています。

本センターは、立川市社協が基幹型支援センター

を受託して、介護保険制度導入前の1999年4月1日に

開所しました。市総合福祉センター窓口での相談対

応に加えて、電話相談や必要な場合には家庭に訪問

するなど、さまざまな相談に応じています。

支援センターの業務では、相談業務の他に、地域

ケア会議の運営をおこなっています。市内の各地域

型支援センター、市の高齢福祉課、保健所、シルバ

ー人材センター、社協の地域福祉推進担当や権利擁

護担当、市内の主な病院のソーシャルワーカーなど

が出席し、毎月定例で開催しています。互いに顔を

あわせて情報交換をおこなうとともに、地域の課題

を検討し、互いのネットワークを形成していく場と

なっています。さらに、10か所ある地域型支援セン

ターを市内５つのブロックに分け、地域ごとの小地

域のケア会議も行っています。地域のエリア内のケ

アマネジャー、事業者、民生委員などを集めて情報

交換や地域の課題を検討するのですが、基幹型セン

ターとして全体方針を示したうえで運営は各地域型

支援センターに担ってもらっています。これも関係

者が互いの顔が見える関係となるよい機会となって

います。

他にも、介護支援専門員連絡会の定期開催や介護

支援専門員の研修プログラムを実施し、地域のケア

マネジメントの質的向上を目指しています。これら

は基幹型支援センターの仕事として、ケアマネジャ

ー支援の意味でもおこなっています。また、介護関

係者のみではなく、医師や弁護士などの地域ケアに

関係する様々な職種が集う場として「立川市高齢者

ケア研究会」を在宅介護支援センターの共催で定期

的に開催しています。事例検討のほかに、例えばこ

の前は認知症高齢者グループホームについての情報

交換をしました。近隣市の関係者も参加し、待ち人

数は何人とか、内容や利用料金、ケア方針などを話

し合いました。参加者からは「貴重な情報が得られ

非常に勉強になった」と好評でした。年に1回は

「地域福祉市民フォーラム」と題して、住民参加で

地域福祉やケアを考えるイベントも開催しています。

センターの様々な取り組みを通して、地域ケアネッ

トワークの形成を目指しています。

■支援センターの利用状況と援助の
内容を聞かせてください
現在、本支援センターの相談件数は、月平均150

件から200件にのぼります。月曜から金曜は夜7時ま

でセンターを開設し、土曜日も職員のローテーショ

ンを組んで対応しています。夜間は一般的な質問に

ついては隣接する特別養護老人ホームで応対しても

らっていますが、問題があると本支援センターの職

員の自宅に連絡が入ります。あるときには夜中に徘

徊された高齢者が他県の駅で保護され、本支援セン

ターの職員が迎えに行ったこともありました。夜間

の相談はあまり多くはないのですが、精神的な問題

をもっている方の電話は夜間に集中することもあり

ます。

相談対応以外では、各種の申請代行、介護予防の

啓発活動や介護予防プランの作成、要介護認定の調

査などもしています。また、月に一度、理学療法士

（PT）を派遣して、福祉用具や住環境の適応相談な

どもケアマネジャー支援という形でおこなっていま

す。

介護予防教室や家族介護者教室も地域全体でおこ

なっており、当センターと市内全ての地域型支援セ

ンターが年間計画を立てて、地域の老人会などとも

協動しながら実施しています。

さらに「高齢者見守りネットワーク」にも取り組

んでいます。民生委員や相談協力員と協力して、希

望する高齢者世帯や、見守りが必要な家庭へ各支援

センターの相談協力員や職員が定期的に声かけをし

ています。今後は、一人暮らしの方や高齢者世帯の

増加に伴い、地域の住民参加による取り組みとの連

携が重要になってきています。

■利用者が持つ課題には
どんなものがありますか
利用者のもつ課題はさまざまです。なかでも地域

の実践現場で取り組み課題となっていることのひと

つは、身寄りのない一人暮らしの高齢者で、認知症

などのために金銭管理を始めとした日常生活行為が

出来なくなってきている方への支援ですね。日常の

生活支援のほかに、社協の地域福祉権利擁護事業や

成年後見制度なども加えて、しっかりとした支援体

制を構築することが必要です。これからの日本社会

は、一人暮らしや認知症の高齢者が増えていくこと

が予測されているので、国レベルの政策でも重要と

なる課題だと思います。地域福祉権利擁護事業につ

いては、成年後見制度の相談対応も含めて各自治体

ごとに権利擁護センターを作っていかないと、今後

の対象者数の増加に対応できなくなってしまうので

はないでしょうか。社会福祉協議会の取り組みに期

待したいと思います。

次に課題となるのは、複合的な課題といいますか、

複数の課題を抱えている世帯です。例えば、親が認

知症で周辺症状があり、介護している子どもが精神

疾患や知的障害をもっている場合もあります。さら

に消費者金融に多額の債務があるなど、複数の課題

を同時に抱えているケースへの支援を考えていかな

ければいけません。そういう場合は関係機関がネッ

トワークを組んで、一つひとつ丁寧に対応していく

ことが必要で時間がかかります。

また、閉じこもりや精神的な問題を抱えていて介

入を拒むケースもあります。例えば、体が不自由な

高齢者だけの世帯にあっても、介護保険などの公的

サービスを一切拒否する場合があります。こうした

場合、支援センターだけでなく、民生委員や近隣の

方も含めてさりげなく見守り、危険性や緊急性を把

握しながら徐々に信頼関係をつくっていく必要があ

「立川市社会福祉協議会在宅介護支援センター」は、立川

市内に10か所ある在宅介護支援センターの基幹型支援セン

ターとして、99年4月1日に開所しました。窓口での相談、

電話相談、家庭への訪問などの相談業務の他に、地域ケア会議の運営

を始め、地域ケアネットワーク形成を推進しています。

立川市社会福祉協議会　在宅介護支援センター

東京都立川市富士見町2-36-47

TEL.042-540-0311 FAX.042-548-1747

http://www.whi.m-net.ne.jp/̃ aiaics/

センター
概要

センターの窓口。隣が市の障害福祉課になっているため、相談に訪れ
る人が多い

市内の事業者などから提供された福祉機器の展示。「一般には福祉機器があまり知られていない。ど
んな機器が、どういう適応になるか。それを使えば活動のレベルがどう上がるか。適切なフィッティ
ングの必要性を含めて理解を広めたい」と山本さん。
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ります。

他にも、虐待、在宅ターミナルケア、老々介護へ

の支援など地域ケアの課題は数多くあります。虐待

事例では、身体的・心理的虐待のほかにも、介護や

世話の放棄、経済的な虐待でご家族が年金を持って

いってしまう場合とかがあります。ホームヘルパー

やケアマネジャー、近隣の方からなどの情報でわか

るのですが、多くの場合にご本人の認知症が関わっ

ています。関係者の協議を行い、ホームヘルパーの

利用やショートステイにつなげるなど、事例の内容

によって必要な方法で対応します。危険度が高く緊

急にご本人をどこかに引き離さなければいけない場

合は、施設や病院などに分離を考えないといけませ

ん。また、ご家族の方においても、「認知症で理解

力が落ちている」という高齢者の変化についていけ

なかったり、介護負担を抱えていることが多くあり

ます。こうした問題の解決には家族側へのケアやア

プローチ、そして時に虐待という問題への対応も必

要な場合があります。いずれにしても関係機関がネ

ットワークを組んで、地域ケア会議などを活用して

対応方法を明確にしておく必要があります。

それと、これは援助者側の視点の問題ですが、ど

んなに複雑な課題を抱えている利用者や家族だとし

ても、問題ケースとしてみるのではなく、ある状況

のなかで課題に取り組んでいる人として捉えて、持

っている力を評価していく視点が必要となってきます。

■高齢者の暮らしは今後、どのように
変化していくでしょうか
高齢化の進展や世帯構成の変化による課題のほか

にも、地域の環境の違いなどによっても様々な問題

が生じてきます。例えば立川市でも高度成長期にで

きた新興住宅地や大きな団地では住民の高齢化が進

んでいますが、建物が古くエレベーターも無くて大

変不便な環境になっているところもあります。建物

の高層階では毎日のゴミ捨てひとつをとっても大き

な負担です。あるときの地域ケア会議で、一人暮ら

しの高齢者のゴミ捨てが課題になっていることにつ

いて多くの支援センターから報告されました。当初

は住民ボランティアによる対応も取り組まれたので

すが、限界もありました。そこで会議に出ていたシ

ルバー人材センターの方が、「会員が全市にいるの

で低料金で引き受けよう」と言ってくれて、現在、

ゴミ捨てを代行していただいています。これも地域

ケア会議を通して創出された社会資源の活用例でし

ょう。

今後は介護保険制度の見直しにともなって、要介

護高齢者の暮らしはある程度変化を余儀なくされる

と思います。要支援・要介護1の在宅サービス利用

者は全体のサービス利用者の約半数を占めています

が、その多くが新予防給付に移行します。

各地域では、地域包括支援センターによる新予防

給付のマネジメントシステムをどのように作り上げ

ていくかが課題になります。センターの設置数や実

施体制をどうするか、予防プランの入り口と出口の

チェック機能をどのように実施していくかなどです。

「介護予防」は正確には

「生活機能低下予防」であり、

介護そのものは必要とする場

合には必要な方に当然実施さ

れなければなりません。「介

護の社会化」という制度の理

念もあります。「必要なとき

は適切な介護サービスが供給

される」という社会の共通認

識は重要です。

また予防には多面的な取り

組みが欠かせません。高齢者

の多くは地域で元気に暮らし

ている方たちです。長い人生

の時間を生き抜いてきた力の

ある方たちなのです。この方

たちが地域社会に参加できる

仕組みづくりも含めて、住民の自主的な取り組みも

予防の推進には必須のものとなります。「地域福祉」

と「予防」は、縦割りの福祉行政を横に貫くキーワ

ードだと思います。

■在宅介護支援センターの今後の
方向性について聞かせてください
現場の実感としては、介護保険制度導入以降、在

宅介護支援センターの役割や重要性は、措置制度の

時よりも高まったと考えています。介護保険制度は

制度が複雑で、利用方法も高齢者を中心とした利用

者にはわかりづらいものです。介護支援専門員（ケ

アマネジャー）が導入されたのもそのためですが、

実は契約制度の下では利用者がケアマネジャーとの

契約にたどり着くまでの利用契約支援が重要であり、

住民に身近な地域に設置された支援センターの役割

の一つもそこにありました。予防やセーフティネッ

トの機能も含めて在宅介護支援センターは地域ケア

を下支えする「つなぐ」役割を果たしていたのです。

今後の在宅介護支援センターの方向性は次の3つ

に集約されてくると思います。

1）地域包括支援センターへ移行し、地域ケアシス

テムの中に位置づける。

2）老人福祉法上の老人介護支援センター（在宅介

護支援センター）として地域ケアシステムの中

に位置づける。（地域の高齢者の身近な相談窓

口・地域福祉の拠点として事業を委託して活用

していく。高齢者のためのネットワークづくり

と地域包括支援センターと連携していくシステ

ム構築）

3）統廃合し、新たな地域ケアシステムを構築する。

いずれにしても大切なのは、地域住民や利用者の

視点からシステム構築をしっかりと積み上げていく

ことです。これまで在宅介護支援センターが相談窓

口として地域で積み上げてきた蓄積は必ず活かされ

ていくでしょうし、地域の関係者も在宅介護支援セ

ンターが持つ蓄積や果たしていた役割を確認し、活

用していってもらいたいと思います。

地域包括支援センターの構想には、ケアマネジメ

ントを事業所に任せるのではなく、自治体がより関

与できる仕組みに戻していきたいという政策動向が

うかがえます。予防の取り組みが強調されています

が、同時に地域福祉の視点からはその他の機能であ

る制度横断的な総合相談や生活支援、虐待への対応

も含む権利擁護、ケアマネジャーのサポートも含め

た関係者のネットワークづくり等の諸機能を、これ

までの蓄積を活かしながら地域でどう展開していく

かという議論と方法論を深めていく必要があります。

高齢になっても、障害があっても、差別なく日常

生活をおくり参加できる社会を実現していくために

は、日本社会がこれまで築き上げてきた社会保障制

度の充実が重要です。同時に各地域においては、ニ

ーズキャッチから具体的な生活支援や参加の場の創

出に結び付けていくケア体制を、それぞれの地域の

特色に合わせて、どのように綿密に構築していくか

ということが重要となります。大切なことは地域包

括支援センターに求められる役割や機能の具体的な

運用も含めて、関係機関や地域住民が知恵を出し合

って、自分たちの地域について互いに発言し、協動

していくことと人ですね。
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高齢者や障害者が地域で生活していくためには、

さまざまな支援や制度、専門家のネットワークを欠

かすことができません。今回は、こうした地域の問

題に取り組んでいる立川市社会福祉協議会在宅介護

支援センターを訪ねました。地域で互いが顔を合わ

せて、情報交換できる場づくりを心がけているとい

うセンター長の山本繁樹さん（社会福祉士）にお話

を伺いました。

■立川市社協在宅介護支援センターに
ついて教えてください
立川市では介護保険の導入を円滑に進めるために

中学校区ごとに在宅介護支援センター（以下「支援

センター」）を置くことを構想し、現在、市内には

10か所のセンターが設置されています。

本センターは、立川市社協が基幹型支援センター

を受託して、介護保険制度導入前の1999年4月1日に

開所しました。市総合福祉センター窓口での相談対

応に加えて、電話相談や必要な場合には家庭に訪問

するなど、さまざまな相談に応じています。

支援センターの業務では、相談業務の他に、地域

ケア会議の運営をおこなっています。市内の各地域

型支援センター、市の高齢福祉課、保健所、シルバ

ー人材センター、社協の地域福祉推進担当や権利擁

護担当、市内の主な病院のソーシャルワーカーなど

が出席し、毎月定例で開催しています。互いに顔を

あわせて情報交換をおこなうとともに、地域の課題

を検討し、互いのネットワークを形成していく場と

なっています。さらに、10か所ある地域型支援セン

ターを市内５つのブロックに分け、地域ごとの小地

域のケア会議も行っています。地域のエリア内のケ

アマネジャー、事業者、民生委員などを集めて情報

交換や地域の課題を検討するのですが、基幹型セン

ターとして全体方針を示したうえで運営は各地域型

支援センターに担ってもらっています。これも関係

者が互いの顔が見える関係となるよい機会となって

います。

他にも、介護支援専門員連絡会の定期開催や介護

支援専門員の研修プログラムを実施し、地域のケア

マネジメントの質的向上を目指しています。これら

は基幹型支援センターの仕事として、ケアマネジャ

ー支援の意味でもおこなっています。また、介護関

係者のみではなく、医師や弁護士などの地域ケアに

関係する様々な職種が集う場として「立川市高齢者

ケア研究会」を在宅介護支援センターの共催で定期

的に開催しています。事例検討のほかに、例えばこ

の前は認知症高齢者グループホームについての情報

交換をしました。近隣市の関係者も参加し、待ち人

数は何人とか、内容や利用料金、ケア方針などを話

し合いました。参加者からは「貴重な情報が得られ

非常に勉強になった」と好評でした。年に1回は

「地域福祉市民フォーラム」と題して、住民参加で

地域福祉やケアを考えるイベントも開催しています。

センターの様々な取り組みを通して、地域ケアネッ

トワークの形成を目指しています。

■支援センターの利用状況と援助の
内容を聞かせてください
現在、本支援センターの相談件数は、月平均150

件から200件にのぼります。月曜から金曜は夜7時ま

でセンターを開設し、土曜日も職員のローテーショ

ンを組んで対応しています。夜間は一般的な質問に

ついては隣接する特別養護老人ホームで応対しても

らっていますが、問題があると本支援センターの職

員の自宅に連絡が入ります。あるときには夜中に徘

徊された高齢者が他県の駅で保護され、本支援セン

ターの職員が迎えに行ったこともありました。夜間

の相談はあまり多くはないのですが、精神的な問題

をもっている方の電話は夜間に集中することもあり

ます。

相談対応以外では、各種の申請代行、介護予防の

啓発活動や介護予防プランの作成、要介護認定の調

査などもしています。また、月に一度、理学療法士

（PT）を派遣して、福祉用具や住環境の適応相談な

どもケアマネジャー支援という形でおこなっていま

す。

介護予防教室や家族介護者教室も地域全体でおこ

なっており、当センターと市内全ての地域型支援セ

ンターが年間計画を立てて、地域の老人会などとも

協動しながら実施しています。

さらに「高齢者見守りネットワーク」にも取り組

んでいます。民生委員や相談協力員と協力して、希

望する高齢者世帯や、見守りが必要な家庭へ各支援

センターの相談協力員や職員が定期的に声かけをし

ています。今後は、一人暮らしの方や高齢者世帯の

増加に伴い、地域の住民参加による取り組みとの連

携が重要になってきています。

■利用者が持つ課題には
どんなものがありますか
利用者のもつ課題はさまざまです。なかでも地域

の実践現場で取り組み課題となっていることのひと

つは、身寄りのない一人暮らしの高齢者で、認知症

などのために金銭管理を始めとした日常生活行為が

出来なくなってきている方への支援ですね。日常の

生活支援のほかに、社協の地域福祉権利擁護事業や

成年後見制度なども加えて、しっかりとした支援体

制を構築することが必要です。これからの日本社会

は、一人暮らしや認知症の高齢者が増えていくこと

が予測されているので、国レベルの政策でも重要と

なる課題だと思います。地域福祉権利擁護事業につ

いては、成年後見制度の相談対応も含めて各自治体

ごとに権利擁護センターを作っていかないと、今後

の対象者数の増加に対応できなくなってしまうので

はないでしょうか。社会福祉協議会の取り組みに期

待したいと思います。

次に課題となるのは、複合的な課題といいますか、

複数の課題を抱えている世帯です。例えば、親が認

知症で周辺症状があり、介護している子どもが精神

疾患や知的障害をもっている場合もあります。さら

に消費者金融に多額の債務があるなど、複数の課題

を同時に抱えているケースへの支援を考えていかな

ければいけません。そういう場合は関係機関がネッ

トワークを組んで、一つひとつ丁寧に対応していく

ことが必要で時間がかかります。

また、閉じこもりや精神的な問題を抱えていて介

入を拒むケースもあります。例えば、体が不自由な

高齢者だけの世帯にあっても、介護保険などの公的

サービスを一切拒否する場合があります。こうした

場合、支援センターだけでなく、民生委員や近隣の

方も含めてさりげなく見守り、危険性や緊急性を把

握しながら徐々に信頼関係をつくっていく必要があ

「立川市社会福祉協議会在宅介護支援センター」は、立川

市内に10か所ある在宅介護支援センターの基幹型支援セン

ターとして、99年4月1日に開所しました。窓口での相談、

電話相談、家庭への訪問などの相談業務の他に、地域ケア会議の運営

を始め、地域ケアネットワーク形成を推進しています。

立川市社会福祉協議会　在宅介護支援センター

東京都立川市富士見町2-36-47

TEL.042-540-0311 FAX.042-548-1747

http://www.whi.m-net.ne.jp/̃ aiaics/

センター
概要

センターの窓口。隣が市の障害福祉課になっているため、相談に訪れ
る人が多い

市内の事業者などから提供された福祉機器の展示。「一般には福祉機器があまり知られていない。ど
んな機器が、どういう適応になるか。それを使えば活動のレベルがどう上がるか。適切なフィッティ
ングの必要性を含めて理解を広めたい」と山本さん。
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